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​第1章​ ​名称と事務所​
​第1条​ ​この会は武蔵野市立第二中学校ＰＴＡという。​
​第2条​ ​この会は事務所を武蔵野市立第二中学校（以下本校という）内に置く。​

​第２章　目的と活動​
​第3条​ ​この会は会員相互が協力して学校と家庭と社会における子どもたちの健全な成長をはかるこ​

​とを目的とする。​
​第4条​ ​目的を遂行するために次の活動を行う。​

​1．​ ​会員相互の研修と親睦をはかり子どもたちの教育環境を良くする。​
​2．​ ​学校と家庭との緊密な連絡によって子どもたちの学習と生活の向上のために協力する。​

​第3章　方針​
​第5条​ ​この会は自主独立の民主的な教育団体として次の方針により活動する。​

​1．​ ​目的を同じくする他の団体及び機関と協力する。​
​2．​ ​他の団体からの支配や統制・干渉を受けない。​
​3．​ ​特定の政治団体や宗教、または営利企業とは関係を持たない。​
​4．​ ​学校の管理や教職員の人事に干渉しない。​

​第4章　会員​
​第6条​

​1．​ ​この会の会員となることができるものは本校に在学している子どもたちの保護者と教職員と​
​し、会員はすべて平等の権利と義務を持つ。​

​2．​ ​本会への入会は意思表示をもって行う。​
​3．​ ​退会を希望する者は、本部役員に連絡後、退会届を提出する。退会届の書式は自由とする。​

​第5章　役員​
​第7条​ ​この会の役員は原則次の通りとする。​

​1．​ ​会長　　　　１名（保護者）​
​2．​ ​副会長　　　３-４名（保護者２-３名、教師１名）​
​3．​ ​会計　　　　３-４名（保護者２-３名、教師１名）​
​4．​ ​書記　　　　３-４名（保護者２-３名、教師１名）​
​5．​ ​必要な年度には、役員数を変更することができる。役員数を変更する場合は、互選会・常任​

​委員会・総会のいずれかにて承認を得ること。​
​6．​ ​役員会の判断により、この会に役員補佐を若干名置くことができる。​

​第8条​ ​役員の任務は次の通りとする。​
​1．​ ​会長はこの会を代表し会務を総括する。​
​2．​ ​副会長は会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行する。​
​3．​ ​会計はこの会の経理を行い、金銭出納を記録し、会計監査を経た上で総会に決算報告をす​

​る。また予算案を提出する。​
​4．​ ​書記は、常任委員会等の議事を記録し、議事録その他の書類を保管する。また本会の庶務を​

​行う。​
​5．​ ​役員、役員補佐及び学校長はこの会のすべての会議に出席できる。​

​第9条​ ​役員の任期は次の通りとする。​
​1．​ ​役員は別に定めた規定により定期総会に報告し、任期は４月１日から１ヵ年とするが、再任​

​の場合は同一役職について連続２ヵ年を原則とする。ただし教職員役員はこの限りではな​
​い。また、任期の途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。​

​2．​ ​前年度役員は総会で　①前年度会務報告　②決算の報告を行う。​

​第６章​ ​会計​
​第10条​ ​この会の経費は原則として会費および寄付をもってあてる。​
​第11条​ ​会費は毎年、年度始めの総会において決定する。​
​第12条​ ​この会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月末日とする。​
​第13条​ ​会計処理規程は別に定める。​
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​第７章​ ​会計監査​
​第14条​ ​この会の監査をするために次の通り３名の会計監査を置く。​

​保護者２名　教職員１名​
​第15条​ ​会計監査は別に定めた規定により定期総会に報告する。​
​第16条​ ​会計監査は必要に応じ会計を監査し、その都度常任委員会や定期総会に報告する。​
​第17条​ ​会計監査の任期は４月１日から１ヵ年とする。但し再選の場合は連続２ヵ年を限度とする。​

​また、任期の途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。​

​第８章​ ​総会​
​第18条​ ​総会は全員で構成し、この会の最高決議機関であり会長が招集する。​
​第19条​ ​総会は定期総会及び臨時総会とし、総会の日時・場所は５日前までに会員に通知しなければ​

​ならない。​
​1．​ ​定期総会は５月末までに行い、次のことを行う。​

​①前年度会務報告​ ​②決算の承認​ ​③本年度役員及び会計監査の報告​
​④本年度事業方針​ ​⑤本年度の会費の決定​ ​⑥予算案の審議と決定​
​⑦その他​

​2．​ ​臨時総会は常任委員会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求があったとき​
​は、会長が招集する。​

​第20条​ ​総会は会員の５分の１以上（委任状を含む）の出席で成立し、議決は出席会員の過半数の賛​
​成で成立する。​

​第９章​ ​常任委員会​
​第21条​ ​常任委員会は総会に次ぐ決議執行機関であり、会長が招集する。​
​第22条​ ​常任委員会は、役員、学級委員、委員、専門部員、教職員で構成する。​
​第23条​ ​常任委員会は次の業務を行う。​

​1．​ ​総会から委任された事業方針の具体的審議と決定を行う。​
​2．​ ​総会に提出する議案、報告書及び予算案を作成する。​
​3．​ ​その他、会の活動に必要な事項を処理する。​

​第24条​ ​常任委員会は原則として毎月定例会を開き、議決は出席者の過半数の賛成による。​

​第１０章​ ​学級会​
​第25条​ ​学級会はＰＴＡ活動の基盤となり、学級の子どもたちの健全な成長を促し会員の向上と親睦​

​をはかる。​
​第26条​ ​会員の互選により、学級委員長１名、学級副委員長１名、各委員・専門部員を原則１名ずつ​

​選出する。​​但し、必要な年度には、選出数を変更することができる。選出数を変更する場合は、​
​常任委員会にて承認を得ることとする。​

​第27条​ ​学級委員は会員相互の連絡調整をはかり、学級会の計画運営にあたる。​
​第28条​ ​学級委員は必要に応じて学級会・学級委員会を招集する。​

​第１１章​ ​学年会​
​第29条​ ​学年会は学級会から提案された子どもたちの成長上の問題点、ＰＴＡ発展上の問題などを協​

​議、および研修活動などを行う。​
​第30条​ ​学年会は学級委員で構成する学年委員会を持ち、各学級委員の互選により委員長１名、副委​

​員長１名を選出し委員長は必要に応じ学年会、学年委員会を招集する。​

​第１２章​ ​専門部​
​第31条​ ​この会の業務を執行するため次の専門部を置く。​

​1．​ ​広報部：会報により本会の活動状況を知らせるとともに会員の啓発と意思の相互伝達に努め​
​る。​

​2．​ ​校外部：地域における子どもたちの生活環境の改善や校外生活の世話、その他会員相互の連​
​絡に努める。​

​第32条​ ​各専門部会は各学級より原則として１名ずつ選出された専門部員と担当職員で構成する。​​但​
​し、必要な年度には、選出数を変更することができる。選出数を変更する場合は、常任委員会に​
​て承認を得ることとする。​

​第33条​ ​各専門部員の互選により部長、副部長を原則として各1名選出する。部長は各専門部会を招集​
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​する。​
​第34条​ ​必要に応じ特別委員会を置くことができる。特別委員会の構成と運営は専門部に準ずる。​
​第35条​ ​役員、会計監査を選出するために選挙管理委員会を設ける。​

​第１３章​ ​その他​
​第36条​ ​この規約は総会において出席会員の３分の２以上の賛成により改正することができる。​
​第37条​ ​会員の選挙権及び被選挙権は１世帯１名とする。​
​第38条​ ​各会は公開を原則とする。​
​第39条​ ​この規約は昭和４６年４月１日より実施する。​

​付則​
​一部改正施行（昭和５２年４月２５日）​
​一部改正施行（昭和５３年４月２７日）​
​一部改正施行（昭和５７年４月３０日）​
​一部改正施行（昭和６０年４月２５日）​
​一部改正施行（平成　３年４月１８日）​
​一部改正施行（平成　７年４月１４日）​
​一部改正施行（平成１２年４月１４日）​
​一部改正施行（平成１３年４月１６日）​
​一部改正施行（平成１８年４月１４日）​
​一部改正施行（平成２５年５月１１日）​
​一部改正施行（平成２９年５月１３日）​

​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行（令和　４年５月７日）​
​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行（令和　５年５月１２日）​
​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行​​（令和　８年５月２４日）​
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​ＰＴＡ会計処理規定​

​第1条​ ​規約第１３条に基づき、武蔵野市立第二中学校ＰＴＡの会計処理規定をここに定める。​
​第2条​ ​本会計の金銭出納簿、仕訳簿、その他必要と認める帳簿を置き管理する。​
​第3条​ ​会費その他の収納金は、指定の金融機関の口座による自動振替制度を原則とする。納入したお金は​

​返還しない。途中入会の場合は、その期間に見合った額とする​
​１学期中編入の場合＝全額１，９００円納入、２学期中編入の場合＝１，２００円納入、３学期中​
​編入の場合＝６００円納入とする。​

​第4条​ ​支出手続きについては次の通りとする。​
​1．​ ​支出の請求は所定の様式でおこない、会計に提出する。会計は請求書（仮払い請求書を含む）を受​

​理した時は、内容を審査のうえ会長の承認を得て支払うものとする。​
​2．​ ​予備費の使途については、常任委員会の承認を得るものとする。​

​第5条​ ​会員、生徒、及び教職員の配偶者と一親等の弔慰金についての支出は、次により行う。​
​1．​ ​死亡弔慰金は５，０００円とする。​
​2．​ ​弔慰金は原則として役員が会を代表して家族に届ける。​
​3．​ ​本規定による以外の学級その他で弔慰金の支出は行わない。​
​4．​ ​その他特別の場合は会長が行い、常任委員会に報告する。​

​第6条​ ​予算作成のための、予算作成委員会を置く。新旧役員、及び新旧学年委員長、専門部長、選挙管理​
​委員長をもって構成する。​

​第7条​ ​この規定の改廃は、総会において出席者の過半数の賛成により行う。ただし総会の附託により、ま​
​たは緊急止むを得ない場合は出席常任委員の３分の２以上の賛成により改正し、総会に報告する。​

​付則​
​一部改正施行（平成１４年５月１８日）​
​一部改正施行（平成１８年４月１４日）​

​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行（令和　４年５月７日）​
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​ＰＴＡ役員及び会計監査選挙規定​

​第1条​ ​この規定はＰＴＡ規約に基づき公正な選挙を行い、次年度会員中より役員及び会計監査を選出する​
​ことを目的とする。​

​第2条​ ​選挙管理委員会は次の通り構成する。​
​1．​ ​各学年の各学級より選出された委員（学級１名）​
​2．​ ​教職員より選出された委員（１名）​

​第3条​ ​選挙管理委員は互選により正副委員長各１名を選出し、その結果を常任委員会に報告し、１月末日​
​までに発表しなければならない。​

​第4条​ ​選挙管理委員会は委員長が招集し、選挙に関する一切の事務を扱う。​
​第5条​ ​選挙管理委員は、役員及び会計監査の候補となることができない。​
​第6条​ ​役員の選出は次のいずれかとする。（但し、選出方法は、その年度の選挙管理委員会に一任とす​

​る。）​
​1．​ ​全会員による役員候補者の推薦（自薦）​
​2．​ ​1、２年のクラス単位による役員候補者の推薦（自薦）​

​第7条​ ​選挙管理委員会は、前条１号に掲げる推薦（自薦）行う場合、学年学級別の生徒名簿と、所定の推​
​薦（自薦）用紙を提出日の５日前までに全会員に配布する。​

​第8条​ ​選挙管理委員会は、役員候補決定後直ちにこれを全員に知らせる。これをもって役員・会計監査は​
​承認されたものとする。​

​第9条​ ​廃止​
​第10条​ ​選挙管理委員会は選出結果を記録し、書記に引き継ぐ。​
​第11条​ ​選挙管理委員会はその任務を終了したとき解任される。​
​第12条​ ​　　​​PTA役員（会長・副会長・書記・会計）、学年長、委員長および部長、専門部長、校外部桜野​

​地区ジャンボリー担当、校外部桜野地区どんと焼き担当の経験者を含む世帯は、本人が希望す​
​　　る場合は、選出対象から辞退することができる。なお、この選出対象には、PTA役員及び会計​
​　　監査だけではなく、各委員や各専門部員も含むものとする。​

​第13条​ ​この規定の改廃は総会において出席者の過半数の賛成により行う。ただし総会の附託により、また​
​は緊急止むを得ない場合は出席常任委員の３分の２以上の賛成により改正し、総会に報告する。​

​付則​
​一部改正施行（平成１８年７月１３日）​

​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行（令和　４年５月７日）​
​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行（令和　５年５月１２日）​
​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行（令和　６年５月２８日）​
​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行（令和　７年５月２５日）​
​　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正施行​​（令和　８年５月２４日）​

​■■この規約は３年間保管してください■■​
​２０２６．５．２４​
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